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令和７年度 玄海町庁舎防犯カメラ設置業務委託公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

本要領は、令和７年度 玄海町庁舎防犯カメラ設置業務委託を実施するにあたり、当該

業務委託の履行に最も適した契約の相手方となる業者を選定するため、公募型プロポー

ザルの実施に必要な事項を定めるものとする。 

２ 業務委託の概要 

（1）委 託 名  令和７年度 玄海町庁舎防犯カメラ設置業務委託 

（2）業 務 目 的  現在、庁舎には４台しか防犯カメラがなく庁舎の警備上、足りない状

態である。庁舎出入口等、防犯カメラが不足していると思われる箇所

について、新規で設置する。現在設置している４台を更新及び新規で

設置することにより、庁舎全体の状況を把握し、庁舎内の防犯強化を

目的とする。 

（3）業 務 内 容    別紙「令和７年度 玄海町庁舎防犯カメラ設置業務委託仕様書」（以

下「仕様書」という。）のとおり 

（4）委 託 期 間  契約締結日から令和８年２月２７日（金）まで 

（5）委託上限額  ３，３５５，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

３ 実施形式 

公募型プロポーザル方式 

４ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる事項をすべて満たしている者とする。 

（1）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者 

であること、及び同条第２項の規定による措置を現に受けていない者のほか、次の要件 

に該当しない者であること。 

ア 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請した後、同法に基づく裁判 

所からの更正手続開始決定がされていないこと。 

イ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用を申請した後、同法に基づく裁判 

所からの更正手続開始決定がされていないこと。 

（2）玄海町における令和７・８年度物品・製造等業務に係る一般競争（指名競争）参加資

格名簿に登録されている者であること。 

（3）佐賀県、玄海町等から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停 

止を受けている期間中でないこと。 

（4）過去５年以内に元請けとして完了した業務において、公共事業を実施する地方自治体

が発注した類似業務の実績を有すること（再委託による業務の実績は含まない）又は契

約を確実に履行すると認められること。 

（5）自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと。 

ア 暴力団 （暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７ 
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号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

イ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）  

ウ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目 

的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又 

は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

（6）前号のイ及びウに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体 

又は個人でないこと。 

（7）佐賀県内又は福岡県内に本社、本店、支社、支店、営業所又は主たる事業所等を有す 

  る法人であること。 

５ 参加申請書の提出 

  本プロポーザルに参加しようとする者は、次の事項のとおりプロポーザル参加申請書

等を提出するものとする。 

（1）募集方法  町ホームページで公募 

（2）提出書類  別記 提出書類一覧のとおり 

（3）提出期限  提出書類１～３ 令和７年８月１日（金）まで 

           提出書類４～７ 令和７年８月１５日（金）まで 

（4）提出部数  提出書類１～３ 各６部（正１部・副５部） 

           提出書類４～７ Ａ４フラットファイル、表紙に会社名、業務名を 

記載し、６部（正１部・副５部）提出 

（5）提出方法  持参又は郵送 ※提出期限の１７時まで必着 

（6）提出先   玄海町役場 総務課 

          〒８４７－１４２１ 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦３４８番地 

TEL：０９５５－５２－２１１１（直通） 
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提出書類一覧 

     提出書類 摘 要 

1 参加申請書（様式１）  

2 会社概要 ・パンフレット等でも可、様式任意 

3 業務実績調書（様式２） 

・本件と類似の委託業務実績 

・業務内容が分かる資料及び契約書の写しを添付する 

 こと。 

4 企画提案書 
・Ａ４版、様式任意 

・業務の実施方針（Ａ４版、両面 10枚以内） 

5 業務実施体制（様式３） ・Ａ４版１枚で簡潔に記載すること。 

6 業務工程表 ・様式任意 

7 見積書 

・Ａ４版、様式任意 

・積算内訳を記載すること。 

・消費税及び地方消費税を含むこと。 

６ 参加資格審査 

  参加申請書等の提出資料に基づき審査を行う。また、参加資格審査結果については、参

加申請書を提出した各事業者へ郵送にて通知する。 

 

７ 質疑及び回答 

  別紙「仕様書」の内容に質問がある場合は、質問書（様式４）を提出することとする。 

（1）提出期限 令和７年７月２２日（火）１７時まで必着 

 （2）提出方法 質問書を電子メールで総務課へ提出すること（電話不可）。なお、送付の

際、件名を「質問書_社名_令和７年度玄海町庁舎防犯カメラ設置業務委託」

とすること。 

        E-mail：soumu@town.genkai.lg.jp 

（3）回答方法 令和７年７月２５日（金）までに、参加申請書を提出した事業者全て 

（辞退事業者を除く。）に電子メールで回答する。回答した日以降に参加 

申請書の提出があった者についても、速やかに回答する。 

 

８ プロポーザルの選定方法について 

  本要領、仕様書等に基づき提出された企画提案書等の各種書類について、以下の方法に

より、令和７年度 玄海町庁舎防犯カメラ設置業務委託公募型プロポーザル審査委員会
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（以下「委員会」）が審査を行う。 

（1）審査内容 プレゼンテーション及びヒアリング 

   ア 会社概要、業務実績、業務実施体制 

   イ 企画提案書（業務工程表を含む。）に沿ってプレゼンテーション 

   ウ 設置する予定の防犯カメラ機器を使ってデモンストレーション 

     ※ア・イ・ウで、持ち時間２０分（ア・イ・ウの時間配分は任意） 

   エ 質疑応答（１５分） 

（2）実施場所 玄海町役場 

（3）実施日時 令和７年８月２２日（金）以降実施予定 

        ※時間等詳細については、後日、プロポーザル参加者に別途通知する。 

（4）審査方法 

   ア 委員会の各委員が審査基準の配点に沿って評価した点数を合計し、最高点を得た 

ものを契約候補者とする。なお、最高得点が同じものが２社以上ある場合は、各委 

員の採点順位で順位数の和が最も小さいものを契約候補者とする。 

    なお、契約候補者と契約に向けた交渉を行ったが、不調に終わった場合や欠格事 

項に該当した場合は、次点に選定された事業者と交渉する。 

イ 応募者が１社の場合においても審査を行うものとする。 

ウ 最高点を得た者であっても採点の結果が、全委員の合計点数が平均６０点に満た 

 ない場合については契約候補者とならないものとする。 

（5）プレゼンテーションにかかる留意事項 

   ア プレゼンテーションを行う者は、原則として本業務の事業責任者又は当該業務に 

主として携わる者が説明を行うものとする。なお、質疑応答については、それ以外

の同席している者も可とする。 

イ プレゼンテーションへの参加人数は、３名以内とする。 

   ウ プレゼンテーションの際、追加資料の提示は認めない。 

   エ プレゼンテーションにパソコンを使用する場合は持参すること。なお、モニター

は町が準備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

（6）審査基準（プロポーザルは以下の審査基準に基づき審査する。） 

評価項目 評価事項 配点 

各社の業務実績 

・企業の類似業務実績 

告示日までの地方公共団体における類似業務の実績

（件数・内容）で評価する。 

１０点 

業務の実施体制 

・業務が適切に遂行されるよう、実施体制が確保され

ているか評価する。 

・他の部門等との連携が図れているか、セキュリティ

やコンプライアンスが保たれているか等について

評価する。 

１０点 

企画提案書の内

容 

・本業務の目的を踏まえた取組が示されているか評

価する。 
１０点 

・業務内容について、視点や手法、手順が適切であり、

防犯カメラの設置箇所が適当で、情報を最大限に得

られるものとなっているか評価する。なお、防犯カ

メラの設置台数は 15台以上とする。 

２０点 

・本業務の効果を促進させるための独自の提案、もし

くは有益な提案が積極的になされているか評価す

る。 

２０点 

・本業務が滞りなく遂行できるような提案内容とな

っているか評価する。 
５点 

プレゼンテーシ

ョン及びヒアリ

ング 

・内容が簡潔かつ明瞭であるか。 

・防犯カメラ設置までの実施スケジュールが具体的

かつ明瞭であるか。 

・プレゼンテーションにおいて、必要機器に関する理

解のほか、質疑応答に係る対応を評価する。 

１５点 

見積価格 ・見積価格の妥当性について評価する。 １０点 

合  計 １００点 
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（7）審査にあたる留意事項 

   ア 本プロポーザルにかかる費用については、全て参加者の負担とする。 

   イ 提出にかかる書類等については、返却しない。 

   ウ 書類の提出後の差し替え、再提出は認めない。なお、町が必要と認めた場合 

は、追加資料の提出を求める場合がある。 

   エ 提出された書類等は、提案者に無断で提案の審査以外の目的で使用しない。 

   オ 電子メール等の不着等の通信事故については、町はいかなる責任も負わない。 

９ 審査にかかる失格事項 

  次のいずれかに該当するときは、失格とする。 

（1）見積書の金額が予定額を超過している場合（消費税含む。） 

（2）提出書類及びプレゼンテーション等に虚偽の記載や説明がある場合 

（3）本実施要領等で定めた要件、期限、方法等を遵守しない場合 

（4）審査結果に影響をあたえるような不正行為が発覚した場合 

(5) 契約締結の日までに、４に記載の参加資格を満たさなくなった場合 

10 審査結果 

  審査結果については、プロポーザル審査に出席した各事業者へ郵送にて通知する。 

  なお、選定結果に対する問い合わせや異議申し立ては、一切受け付けない。 

11 問い合わせ先 

  玄海町役場 総務課 

〒８４７－１４２１ 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦３４８番地 

TEL：０９５５－５２－２１１１（直通） 

  E-mail：soumu@town.genkai.lg.jp 

12 スケジュール 

 

   附 則（令和７年７月１４日 告示第１０１号） 

 この要領は、告示の日から施行する。 
  

項  目 日  程 

１ 公告 令和７年７月１４日（月） 

２ 質問書受付期間 令和７年７月１４日（月）～７月２２日（火） 

３ 質問書回答期限 令和７年７月２５日（金） 

４ 参加申請書等の提出期限 令和７年８月 １日（金） 

５ 参加資格結果通知 令和７年８月 ７日（木） 

６ 企画提案書等の提出期限 令和７年８月１５日（金） 

７ プロポーザル審査 令和７年８月２２日（金）以降 

８ 審査の結果通知 プロポーザル審査以降速やかに 

９ 契約締結（予定） 令和７年９月 １日（月） 


